
歳
入
に
お
い
て
、
納
税
猶
予
の
件

数
は
。一

般
的
な
地
方
税
法
に
よ
る
納
税

猶
予
は
無
い
。
し
か
し
、
令
和
２
年
度

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
事
業
等
に
お
け
る
収
入
に

減
少
が
あ
っ
た
方
に
つ
い
て
、
１
年
間

に
限
り
、
徴
収
猶
予
を
で
き
る
特
例
制

度
が
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
、
令
和
２

年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
２
月
１
日

ま
で
に
納
期
限
が
到
来
す
る
、
個
人
市

民
税
、
法
人
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
、
無
担
保
・
延

滞
金
な
し
で
徴
収
猶
予
を
す
る
も
の
。

　

市
内
で
は
、
93
件
の
申
請
が
あ
り
、

91
件
の
許
可
が
出
て
い
る
。

歳
出
に
お
い
て
、
シ
テ
ィ
セ
ー
ル

ス
の
推
進
の
取
り
組
み
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の

種
類
、
そ
の
開
始
時
期
、
お
よ
び
ア
ク

セ
ス
件
数
は
。

活
用
し
て
い
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
種
類
は
、

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・
ツ
イ
ッ
タ
ー
・
イ

ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
３
種
類
。
そ
れ
ぞ
れ

の
開
始
時
期
は
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を

平
成
30
年
７
月
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
令

和
元
年
９
月
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を

令
和
２
年
11
月
か
ら
活
用
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
フ
ォ
ロ
ワ
ー
件
数
は
、
令
和

３
年
８
月
時
点
で
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

が 
５
０
０
件
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
が
４

７
９
件
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
は
累
計
数
で 

１
，

１
４
９
件
で
あ
る
。

　

今
後
も
、
若
い
方
だ
け
で
な
く
、
い

ち
早
く
、
幅
広
い
年
齢
層
の
方
に
ご
覧

い
た
だ
け
る
よ
う
、
幸
手
市
の
魅
力
を

発
信
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

予
備
費
は
、
緊
急
の
事
態
等
が
あ

っ
た
と
き
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
予

算
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
規
定
だ
が
、
今
回
、
３
０
１
６
万
３

千
円
が
ほ
か
に
充
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
予
備
費
の
充
用
の
考
え
方
と
、ま
た
、

ど
の
よ
う
な
判
断
で
使
わ
れ
て
い
る
の

か
。

基
本
的
に
は
議
決
主
義
な
の
で
、

緊
急
な
事
案
が
発
生
し
た
場
合
で
も
、

寄
附
金
を
充
て
た
も
の
か
。

寄
附
金
１
億
円
を
財
源
と
し
た
も

の
の
な
か
に
は
、
子
育
て
応
援
基
金
の

ほ
か
、
地
域
福
祉
基
金
等
へ
振
り
分
け

を
し
て
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
の

健
康
・
福
祉
に
関
す
る
事
業
の
財
源
に

充
て
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

間
に
合
え
ば
、
補
正
予
算
等
に
計
上
し
、

予
算
執
行
を
す
る
。
し
か
し
、
タ
イ
ミ

ン
グ
に
よ
っ
て
間
に
合
わ
な
い
よ
う
な

場
合
の
た
め
に
、
予
備
費
を
計
上
し
て

お
り
、
水
害
等
が
突
然
発
生
し
て
し
ま

っ
た
時
な
ど
に
、
予
備
費
で
対
応
し
て

い
る
。歳

入
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
確
保
事
業

補
助
金
の
内
容
は
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
対
す
る
費
用
に

つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
４
月

か
ら
９
月
ま
で
の
補
助
金
が
交
付
さ
れ

て
い
る
。
今
回
の
追
加
分
と
し
て
、
11

月
ま
で
の
費
用
と
併
せ
て
、
高
齢
者
の

接
種
を
早
く
進
め
る
た
め
の
、
接
種
会

場
の
増
設
や
、
小
中
学
生
や
妊
婦
の
方

を
対
象
と
し
た
接
種
券
の
発
送
、ま
た
、

接
種
人
数
の
増
加
に
伴
う
医
療
従
事
者

の
経
費
等
を
計
上
し
た
。

歳
出
に
お
い
て
、
諸
支
出
金
の
中

で
計
上
さ
れ
て
い
る
、
子
育
て
応
援
基

金
費
１
億
円
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附

金
１
億
円
と
符
合
し
て
い
る
が
、
こ
の

こんな審査がされました

総
務
常
任
委
員
会

問問

問

問問

答

答答

答

答

令
和
２
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

 
（
議
案
第
51
号
）

令
和
３
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

補
正
予
算(

第
４
号)

（
議
案
第
65
号
）

令
和
3
年
12
月
定
例
会
は
、
11
月
30
日
㈫
か
ら

12
月
21
日
㈫
ま
で
の
22
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
す

る
予
定
で
す
。

《
12
月
定
例
会
の
主
な
内
容
》

11
月
30
日

　

 

開 

会
・
会
期
の
決
定
・
報
告
事
項
・
市
長

提
出
議
案
一
括
上
程
、
提
案
理
由
説
明

12
月
１・２・３
日

　
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

９
日

　
議
案
に
対
す
る
質
疑
・
議
案
の
委
員
会
付
託

10
日

　
総
務
常
任
委
員
会

13
日

　
文
教
厚
生
常
任
委
員
会

14
日

　
建
設
経
済
常
任
委
員
会

21
日

　
委
員
長
報
告
・
質
疑
・
討
論
・
採
決
・
閉
会

　
市
議
会
の
本
会
議
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
中
継
を
行
っ
て
お
り
、
本
会
議

の
開
会
中
に
ご
覧
い
た
だ
け
る
「
ラ
イ
ブ
中
継

（
生
中
継
）」
と
、い
つ
で
も
視
聴
が
で
き
る
「
録

画
中
継
」
の
配
信
を
し
て
い
ま
す
。
中
継
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◆
12
月
定
例
会
の
開
催
予
定
◆

◆
議
会
中
継
の
ご
案
内
◆

お

知

ら

せ
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子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
環
境
整
備
工
事
の
内
容
は
。

現
在
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
環
境
が
な
い
。

事
務
効
率
化
の
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
設
置
工
事
と
、
今
後
の
オ
ン
ラ
イ
ン

相
談
等
を
想
定
し
た
整
備
工
事
を
行
う
。

学
校
管
理
費
の
修
学
旅
行
取
消
料

の
内
容
は
。

中
学
校
３
校
の
京
都
・
奈
良
へ
の

修
学
旅
行
の
キ
ャ
ン
セ
ル
料
で
、
旅
行

業
者
の
企
画
料
と
し
て
請
求
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。

債
務
負
担
行
為
の
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
業
務
委
託
の
今
後
の
契
約
は
。

年
内
に
公
募
を
行
い
、
介
護
保
険

運
営
協
議
会
に
報
告
。
年
明
け
に
は
決

定
す
る
予
定
で
あ
る
。
選
考
方
法
は
、

東
西
セ
ン
タ
ー
別
々
に
公
募
し
、
選
考

委
員
会
で
評
価
を
し
決
定
す
る
。

在
宅
重
症
心
身
障
害
児
等
の
家
族

に
対
す
る
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
事
業
補
助

金
の
内
容
と
は
。

人
口
呼
吸
器
を
使
用
す
る
等
、
医

療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
重
症

心
身
障
害
児
等
を
介
助
す
る
家
族
の
精

神
的
・
身
体
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
に
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
促
進
事
業
と

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
促
進
事
業
を
実
施
す
る

事
業
者
に
補
助
金
を
交
付
す
る
事
業
で
、

利
用
者
は
２
名
、
事
業
所
は
３
か
所
、

利
用
回
数
は
述
べ
42
回
で
あ
る
。

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業
補
助

金
の
補
助
内
容
は
。

本
体
設
置
費
、
処
分
費
及
び
配
管

費
が
補
助
対
象
で
書
類
審
査
を
行
う
。

補
助
限
度
額
は
、
５
人
槽
の
場
合
、
単

独
槽
か
ら
合
併
浄
化
槽
へ
の
切
り
替
え

が
63
万
２
千
円
、
汲
み
取
り
槽
か
ら
の

切
り
替
え
が
49
万
２
千
円
、
７
人
槽
の

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
用
タ
ブ
レ

ッ
ト
端
末
を
購
入
し
た
も
の
で
、
購
入

に
当
た
り
各
学
校
か
ら
I
C
T
推
進
の

委
員
を
募
り
、
検
討
会
で
機
械
を
決
定
、

９
社
の
入
札
に
よ
り
端
末
を
決
定
し
た
。

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
業
務

委
託
料
の
対
象
人
数
の
減
少
理
由
は
。

対
象
者
の
う
ち
、
実
施
者
、
修
了
者

に
つ
い
て
、
保
健
指
導
、
保
健
師
の
面
談
に

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
と
考
え

る
。
国
保
連
合
会
で
も
今
年
度
は
電
話
で

の
指
導
な
ど
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

場
合
は
、
単
独
槽
か
ら
の
切
り
替
え
が

65
万
８
千
円
、
く
み
取
り
槽
か
ら
の
切

り
替
え
が
54
万
６
千
円
で
あ
る
。

 

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設

置
費
補
助
金
の
執
行
状
況
、P
R
方
法
は
。

補
助
件
数
は
17
件
で
、
補
助
額
は

上
限
の
8
万
円
が
多
く
、
少
な
い
額
は

5
万
２
千
円
で
あ
っ
た
。
P
R
と
し
て

は
、
4
月
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
紙
に

掲
載
を
行
っ
た
。
今
後
は
さ
ら
に
周
知
を

検
討
し
て
行
き
た
い
。

消
防
費
の
防
災
士
資
格
取
得
受
講

料
に
よ
る
受
講
者
の
人
選
は
。

危
機
管
理
防
災
課
に
異
動
し
て
き

た
職
員
と
水
害
対
策
班
に
入
っ
て
い
る

若
手
職
員
か
ら
選
出
し
て
い
る
。
基
本

的
に
は
水
害
対
策
班
の
中
か
ら
の
人
選

と
な
る
こ
と
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
保

育
士
な
ど
、
必
要
な
施
設
を
管
理
す
る

職
員
も
受
講
対
象
と
し
て
い
る
。

中
学
校
費
の
機
械
器
具
費
６
２
６

３
万
９
７
３
６
円
の
内
容
は
。

令
和
２
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

 
（
議
案
第
51
号
）

こんな審査がされました

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

問

問問

問

問問問

問

問 答

答答

答 答

答答答

答

▲タブレット学習

令
和
２
年
度
幸
手
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

 

（
議
案
第
52
号
）

令
和
３
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

補
正
予
算(

第
４
号)

（
議
案
第
65
号
）

令
和
３
年
度
幸
手
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）  

 

（
議
案
第
68
号
）
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土
地
開
発
公
社
所
有
地
購
入
費
の

内
容
は
。

土
地
開
発
公
社
が
先
行
買
収
し
て

い
た
土
地
の
う
ち
、
１
筆
６
６
０
平
方

メ
ー
ト
ル
を
当
時
購
入
時
の
簿
価
で
市

に
買
い
戻
す
。
用
地
費
６
８
３
４
万
３

千
円
、
諸
経
費
６
万
8
４
０
０
円
、
令

和
３
年
度
末
ま
で
の
利
息
が
１
６
７
６

万
７
８
８
３
円
で
あ
る
。
場
所
は
南
３

丁
目
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
課
の
旧
事
務

所
北
側
の
公
園
が
あ
っ
た
所
で
あ
る
。

農
業
集
落
排
水
維
持
管
理
費
の
修

繕
料
６
１
０
万
５
千
円
の
内
容
は
。

第
１
曝
気
槽
の
か
く
拌
機
交
換
工

事
、
５
７
７
万
５
千
円
を
予
算
計
上
し

た
。
ま
た
、
鉄
溶
液
注
入
ポ
ン
プ
更
新

と
し
て
２
台
の
う
ち
１
機
の
更
新
を
予

定
、
33
万
円
の
予
算
計
上
を
し
た
。

６
つ
の
修
繕
工
事
で
、
１
つ
目
が

Ｖ
Ｐ
Ｓ
バ
ッ
テ
リ
ー
の
交
換
修
繕
工
事
、

２
つ
目
が
重
量
計
変
換
器
の
修
繕
工
事
、

３
つ
目
が
中
継
ポ
ン
プ
場
活
性
炭
の
交

換
工
事
、
４
つ
目
が
圧
力
水
配
管
修
繕

工
事
、
５
つ
目
が
し
渣
移
送
管
の
修
繕

工
事
、
６
つ
目
が
中
継
ポ
ン
プ
場
の
浚

渫
工
事
を
実
施
し
た
。

幸
手
駅
西
口
地
区
、
地
区
整
備
計

画
区
域
に
お
け
る
Ａ
地
区
・
Ｂ
地
区
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
は
。

幸
手
駅
西
口
停
車
場
線
の
沿
道
を

指
定
し
て
い
る
。
Ａ
地
区
は
、
駅
西
口

か
ら
幅
員
９
メ
ー
ト
ル
の
区
画
道
路
ま

で
を
、
Ｂ
地
区
は
、
幅

員
９
メ
ー
ト
ル
の
区
画

道
路
か
ら
杉
戸
幸
手
栗

橋
線
の
交
点
ま
で
を
定

め
て
い
る
。
今
回
、
地

区
計
画
を
定
め
る
目
的

は
、
西
口
停
車
場
線
沿

道
が
市
の
玄
関
口
に
ふ

さ
わ
し
い
、
に
ぎ
わ
い

を
創
出
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。

橋
の
撤
去
方
法
等
を
検
討
し
、
経
済
的

な
工
法
を
選
定
し
た
。

事
業
計
画
変
更
等
業
務
委
託
料
１

３
７
９
万
９
５
０
０
円
の
内
容
は
。

内
容
は
３
点
あ
り
、
１
点
目
が
、

権
利
調
査
補
正
業
務
で
、
権
利
者
の
再

調
査
を
行
っ
た
、
２
点
目
は
、
各
種
資

料
作
成
補
助
業
務
で
、
区
画
整
理
事
業

を
進
め
る
上
で
必
要
書
類
の
整
備
で
あ

る
、
３
点
目
は
、
事
業
計
画
変
更
業
務

を
行
っ
て
お
り
、
現
在
、
埼
玉
県
の
認

可
取
得
す
る
た
め
の
協
議
中
で
あ
る
。

汚
水
中
継
ポ
ン
プ
場
関
係
修
繕
費

の
修
繕
工
事
内
容
は
。

市
営
釣
場
神
扇
池
土
留
工
事
の
内

容
は
。市

営
釣
場
の
東
側
護
岸
が
傾
い
た

こ
と
に
よ
り
、
隣
接
す
る
市
道
１
７
２

８
号
線
が
崩
落
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た

た
め
、
緊
急
工
事
と
し
て
予
備
費
を
充

当
し
た
、
工
事
内
容
は
、
東
側
延
長
56

メ
ー
ト
ル
、
幅
４
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
３

メ
ー
ト
ル
。
さ
ら
に
、
南
側
の
一
部
と

し
て
、
延
長
５
メ
ー
ト
ル
、
幅
４
メ
ー

ト
ル
、
深
さ
３
メ
ー
ト
ル
。
そ
れ
に
、

ず
り
を
１
２
５
０
立
方
メ
ー
ト
ル
搬
入

し
、
土
留
め
工
事
を
行
っ
た
。

古
川
橋
架
替
工
事
８
千
８
万
円
の

内
容
は
。

令
和
２
年
度
に
実
施
し
た
工
事
は
、

仮
設
撤
去
工
事
で
、
内
容
は
、
迂
回
路

で
あ
っ
た
仮
橋
の
撤
去
工
事
、
護
岸
工

事
、舗
装
工
事
で
あ
る
。
こ
の
工
事
は
、

古
川
橋
設
計
業
務
委
託
料
で
仮
設
の
仮

こんな審査がされました

問問

問問

答答

答

建
設
経
済
常
任
委
員
会

問問

答答

答答

問

令
和
２
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

 

（
議
案
第
51
号
）

令
和
２
年
度
幸
手
市
幸
手
駅
西
口
土
地

区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定 

(

議
案
第
56
号)

幸
手
市
地
区
計
画
区
域
内
に
お
け
る

建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

(

議
案
第
62
号)

令
和
３
年
度
幸
手
市
一
般
会
計

補
正
予
算(

第
４
号)

（
議
案
第
65
号
）

令
和
３
年
度
幸
手
市
農
業
集
落

排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

(

第
１
号) 

 (

議
案
第
69
号)

令
和
２
年
度
幸
手
市
公
共
下
水
道

事
業
会
計
決
算
の
認
定 

 
  

(

議
案
第
58
号)

（7） 〔市議会だよりさって〕No.100




